
 - 1 - 

広島県議会慶尚北道訪問団（仮称）派遣に係る業務委託仕様書 

 

１ 業務の概要 

広島県議会慶尚北道訪問団（仮称）の派遣に係る各種手配及び現地調整等 

 

２ 訪問期間及び訪問者 

（１） 訪問期間 

令和７年７月 10日（木）から令和７年７月 13日（日）まで 

（２） 訪問者 

広島県議会議員７名、広島県議会事務局職員２名 計９名 

 

３ 訪問先及び日程 

（１） 訪問先 

韓国（慶尚北道、大邱広域市、ソウル特別市） 

（２） 日程等                                     

期日 時間 日程 泊 車両借上・ガイド 通訳手配 添乗員 

7/10 

（木） 

8:30 

10:35 

12:25 

午後 

広島空港集合 

広島空港発【JJA 7C1612】 

仁川国際空港着 

安東市内及び周辺で活動（専用車） 

ｽﾀﾝﾌｫｰﾄﾞ

ﾎﾃﾙ安東 

（安東） 

仁川国際空港～ 

安東市内及び周辺～

安東市内宿泊先 

終日（10 時間）12-22 

午 後 （ ４ 時 間 ）

18-22 

広島

から 

全日程

に同

行 

7/11 

（金） 
終日 慶尚北道内及び周辺で活動（専用車） 

ﾎﾃﾙｲﾝﾀｰ

ﾌﾞﾙｺﾞ大邱 

（大邱） 

安東市内宿泊先～  

慶尚北道内及び周辺～ 

大邱市内宿泊先 

終日（14 時間）8-22 

終日（14 時間）

 8-22 

7/12 

（土） 

午前 

12:49 

14:51 

午後 

大邱市内及び周辺で活動（専用車） 

東大邱駅発【KTX30】 

ソウル駅着 

ソウル市内及び周辺で活動（専用車） 

ｲﾋﾞｽｽﾀｲﾙ

ｽﾞｱﾝﾊﾞｻﾀﾞ

ｰ龍山ﾎﾃﾙ 

（ソウル） 

大邱市内宿泊先～ 

大邱市内及び周辺～ 

東大邱駅 

午前（５時間）8-13 

ソウル駅～ 

ソウル市内及び周辺～ 

ソウル市内宿泊先 

午後（７時間）15-22 

終日（14 時間）

 8-22 

7/13 

（日） 

12:40 

14:35 

仁川国際空港発【JJA 7C1615】 

広島空港着 
 

ソウル市内宿泊先～ 

仁川国際空港 

午前（４時間）8-12 

 

 

４ 委託業務の内容 

  日程表に基づき、次のとおり手配等を委託する。 

区 分 業  務  内  容 

車両 

借上げ 

○訪問期間中の移動用車両の手配 

・ 30人乗りバス１台 

・ 空港往復時は、各自１～２個のスーツケースが積み込み可能な車両とすること。 

 

※借上げ時間等詳細は「３ 訪問先及び日程」参照すること。 

※チップ、有料道路代及び駐車場代等の必要経費を含めること。 
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区 分 業  務  内  容 

通訳 

○訪問期間中の通訳 1名の手配 

・ 現地公用語で専門的な会話の通訳を行うことが可能なレベルであること。 

 

※活動時間等詳細は「３ 訪問先及び日程」を参照すること。 

※金額見積の際には派遣に必要な交通費等諸費用を含めること。 

ガイド 

○訪問期間中のガイド１名の手配 

・ 手配時間は上記車両借上げ時間に連動する。 

・ 日本語及び現地語で日常的な会話ができること。 

・ 現地の地理・事情に詳しく、本業務に関する連絡調整ができること。（現地訪問

場所の案内、借上げ車両配車、ホテルチェックイン及びチェックアウト支援、空

港での搭乗便チェックイン支援、荷物発送支援等を含む） 

 

※活動時間等詳細は「３ 訪問先及び日程」を参照すること。 

※金額見積の際には派遣に必要な交通費等諸費用を含めること。 

添乗員 

○全行程に係る添乗及び連絡調整等 

・ 韓国への添乗経験が豊富なベテランクラスであること。 

 

※上記２（２）の訪問者に係る手配済みの航空券やホテルの緊急の変更については、

訪問者が販売元の旅行代理店と調整して行う。 

※添乗員の金額見積の際には派遣に必要な交通費や宿泊費等諸費用を含めること。ま

た、航空運賃（空港使用料・燃油サーチャージ等含む。）とホテル代（上記３（２）

に記載のホテルとすること。ただし、当該ホテルが満室等で手配できない場合は、

近隣ホテルも可とする。）を内訳として記載すること。 

※物価変動等により、添乗員に係る航空運賃及びホテル代が変動した場合、必要な 

費用の額について、合理的に説明できる資料により、発注者と受注者とが協議して

定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信 

運搬費等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○携帯電話レンタル料金 

・レンタル１台 

※韓国（慶尚北道、大邱広域市、ソウル特別市、仁川広域市）において、国際電話の

受発信が可能なものであること。 

※必須機能は通話のみ。 

※発注者に対し、事前に電話番号を通知すること。 

※出発前の最終開庁日までにレンタル端末一式を広島県庁に届けること。 

これによりレンタル期間が４日を超える場合には、必要な日数を追加し料金を計上

すること。 

 

○モバイル Wi-Fiルーターレンタル 

・レンタル２台 

※韓国（慶尚北道、大邱広域市、ソウル特別市、仁川広域市）において、現地の通信

会社が提供するインターネットへの接続が可能なものであること。（容量無制限） 

※予備バッテリー及び端末保険料を含めること。 

※出発前の最終開庁日までにレンタル端末一式を広島県庁に届けること。 

これによりレンタル期間が４日を超える場合には、必要な日数を追加し料金を計上

すること。 

 

○携帯電話通話料 

・ 訪問期間終了後に、別紙実費精算書により実費を精算し、実費精算書及び実費精

算内訳書（任意様式）を提出することとする。 

ただし、上限額を 11,000 円とし、上限額を超える場合は発注者と受注者で別途

協議することとする。 
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区 分 業  務  内  容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通信 

運搬費等 

 

○国際 FAX使用料 

・ 宿泊ホテルの FAX を使用する。（宿泊ホテルのサービスとなる場合は０円で計上

も可） 

・ 訪問期間終了後に、別紙実費精算書により実費を精算し、実費精算書及び実費精

算内訳書（任意様式）を提出することとする。 

ただし、上限額を 18,000 円とし、上限額を超える場合は発注者と受注者で別途

協議することとする。 

 

○コピー使用料 

・ 宿泊ホテル等のコピーを使用する。（宿泊ホテルのサービスとなる場合は０円で

計上も可） 

・ 訪問期間終了後に、別紙実費精算書により実費を精算し、実費精算書及び実費精

算内訳書（任意様式）を提出することとする。 

ただし、上限額を 29,700 円とし、上限額を超える場合は発注者と受注者で別途

協議することとする。 

 

○荷物発送料 

・ 航空便 

・ 現地での受取りが確実にできること。 

広島→各訪問先（記念品、資料等を発送） 

各訪問先→広島（現地の記念品、資料等を発送） 

・ 訪問期間終了後に、別紙実費精算書により実費を精算し、実費精算書及び実費精

算内訳書（任意様式）を提出することとする。 

ただし、上限額を 162,000円とし、上限額を超える場合は発注者と受注者で別途

協議することとする。 

その他 

○旅行開始前及び旅行期間を通じて、サポート体制を構築し、連絡調整及び緊急時対

応等の行程管理を適切に行うこと。 

○同時期に韓国訪問を予定している知事訪問団と連携の上、必要な調整を行うこと。 

 
 
５ 視察の目的 
  令和６年１月に、慶尚北道と広島県の間で、様々な分野で交流を拡大し、共同の関心事
項について持続的に協力することなどを明記した「友好交流意向書」を締結されたことを
踏まえ、県議会においても、より一層の友好交流を進めていくため、広島県知事の慶尚北
道への訪問に併せて、慶尚北道訪問団を派遣する。 


